
（１８）

集
合
狂
犬
病
予
防
注
射

問
町
民
生
活
部
生
活
環
境
課

撒（
57
）４
１
３
１

　

犬
を
飼
っ
て
い
る
方
は
、
法
律
に

よ
り
生
涯
一
度
の
登
録
と
毎
年
１
回

の
狂
犬
病
予
防
注
射
を
受
け
さ
せ
る

義
務
が
あ
り
ま
す
。
狂
犬
病
は
発
症

す
る
と
１
０
０
％
死
に
至
る
病
気
で

す
の
で
、
必
ず
受
け
さ
せ
ま
し
ょ
う
。

今
年
の
日
程
等
は
、
左
表
の
と
お
り

で
す
。

対
生
後
90
日
を
経
過
し
た
犬

儡 

○
狂
犬
病
予
防
注
射（
毎
年
１
回
）

３
５
０
０
円（
注
射
料
２
９
５
０

円
＋
事
務
手
数
料
５
５
０
円
）

  

○
新
規
登
録（
生
涯
１
回
）

    

３
千
円

持
参
す
る
物

　

 

町
か
ら
郵
送
さ
れ
る
お
知
ら
せ
ハ

ガ
キ

※ 

未
登
録
の
方
、
ハ
ガ
キ
の
な
い
方

も
会
場
で
新
規
登
録
及
び
狂
犬
病

予
防
注
射
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

そ
の
他

※ 

病
気
等
で
受
け
る
こ
と
が
で
き
な

い
場
合
は
、
獣
医
師
に
相
談
し
て

く
だ
さ
い
。

※ 

集
合
狂
犬
病
予
防
注
射
を
受
け
な

か
っ
た
場
合
や
会
場
で
お
と
な
し

く
注
射
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な

い
場
合
は
、
後
日
動
物
病
院
で
受

け
て
く
だ
さ
い（
料
金
等
は
動
物

病
院
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
）。

国
民
健
康
保
険
の
切
替
え

問
町
民
生
活
部
住
民
課
撒（
57
）４
１
３
６

　

国
民
健
康
保
険
の
加
入
又
は
離
脱

の
際
に
は
必
ず
窓
口
で
の
手
続
き
が

必
要
に
な
り
ま
す
。
左
記
の
と
き
は
、

必
ず
14
日
以
内
に
住
民
課
へ
届
出
を

お
願
い
い
た
し
ま
す
。

土
地
・
家
屋
価
格
等
縦
覧

帳
簿
の
縦
覧

問
総
合
政
策
部
税
務
課
撒（
57
）４
１
２
３

　

固
定
資
産
税（
土
地
・
家
屋
）の
納

税
者
の
方
は
、
地
方
税
法
の
定
め
に

よ
り
、
左
記
の
期
間
中
、
平
成
28
年

度
の
土
地
価
格
等
縦
覧
帳
簿
ま
た
は

家
屋
価
格
等
縦
覧
帳
簿
を
ご
覧
い
た

だ
け
ま
す
。

縦
覧
期
間

　

４
月
１
日（
金
）〜
５
月
31
日（
火
）

　

８
時
30
分
〜
17
時
15
分

　

（
土
日
祝
日
除
く
）

縦
覧
場
所　

税
務
課
窓
口

※ 

納
税
通
知
書
や
課
税
明
細
書
ま
た

は
運
転
免
許
証
や
保
険
証
な
ど
、

納
税
者
ご
本
人
で
あ
る
こ
と
が
確

認
で
き
る
も
の
を
持
っ
て
き
て
く

だ
さ
い
。

※ 

納
税
者
と
同
居
の
親
族
で
納
税
者

か
ら
の
委
任
が
認
め
ら
れ
る
方
、

納
税
者
の
代
理
人
と
し
て
委
任
状

な
ど
を
示
し
た
方
や
納
税
管
理
人

の
方
も
縦
覧
で
き
ま
す
。
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